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働き方改革関連法に伴う労働安全衛生法の改正内容に対応
本書は、労働安全衛生法の全体像が把握しやすいように、図解してイメージで各章や条
文の骨格を理解できるように工夫しています。労働安全衛生法各条文の要点を、明解な「解
説文」と豊富な「チャート図」で説明しました。そのため、講義テキストにも使いやす
い構成内容となっております
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〔安衛法による休養室の設置義務〕男女別の仮眠室設置必要か ──── 48
〔パートタイマーは半日休暇制度の対象外〕法的な問題は ────── 50
〔解雇後にパート外部労組に加入〕団交応諾義務あるか ─────── 52

安全衛生法
パート有期
労働組合法

弁護士・新弘江
弁護士・平田健二
弁護士・小川和晃

回答者

●本誌読者アンケート ─ 17●知っておくべき職場
のルール〈第81回〉「就業規則の作成・変更等」 ─ 
34●連載　労働スクランブル○352（労働評論家・飯田
康夫） ─ 40●わたしの監督雑感　福島・富岡労働
基準監督署長　齋藤勝 ─ 54●今月の資料室 ─ 56

アンケートへのご協力をお願い致します（17ページ）
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（厚労省・健康障害防止のための総合対策を
改定）特別条項協定でも残業月45時間以下を
指導／（30年度テレワーク人口実態調査）テレ
ワークの経験がある雇用型就業者は16.6％に
／（29年度の派遣事業の状況）派遣料金、派遣
労働者の賃金とも前年度より増加／ほか

●NEWS ─────────────── 1

─ 36●行政案内／第92回 全国安全週間実施要綱
＜今年度のスローガン＞

新たな時代にPDCA
　みんなで築こう ゼロ災職場

─ 24●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

残業命令には包括的規定あれば良い
という説の妥当性は失われつつある

第48講　働き方改革関連法と時間外・休日労働

（北海学園大学法学部教授・弁護士　淺野高宏）

─────────── 18●解釈例規物語○113
第32条の３関係

 （中川恒彦）

清算期間が３か月のフレックス
タイム制における割増賃金支払
の必要性 ─その２─

後編の今回は、「副業・兼業している社員の労務管理」について解説する。現行制度では、本業も副業・兼業も雇用である
場合、労基法38条１項により、本業における労働時間数と副業・兼業における労働時間数が通算されて計算される。労災保
険給付については、災害が発生した就業先の賃金分のみを基準に給付額が決定される。雇用保険は、各事業主における労
働時間は合算されず、各事業主における１週間の所定労働時間を合算して20時間以上であっても、被保険者にはならない。
働き方改革実行計画において、副業・兼業の推進が掲げられ、現在、上記の副業・兼業にかかる労働時間管理、労災保険給
付、雇用保険及び社会保険の制度の在り方について、見直しの検討が進められている。

労働時間の通算や労災保険給付の
　賃金の合算などで見直しの検討が
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（弁護士・山口毅（石嵜・山中総合法律事務所））

●労務資料／平成30年 賃金構造基本統計調査結果②
───── 42

男女計で前年比0.6％増の30万6200円
（厚生労働省調べ）

～一般労働者の賃金～


